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プラントにおける屋外貯蔵タンクの
可燃性蒸気滞留範囲の明確化

消防庁危険物保安室



高経年化が進み、腐食・劣化等を原因とする事故件数が増加するなど、近年、危
険物等に係る事故は高い水準で推移している。

プラント（危険物施設）を取り巻く状況①

（令和２年度消防庁報道発表資料）危険物施設における火災・流出事故発生件数及び危険物施設数の推移
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火災事故

流出事故

事故合計

施設数

施設数は減少しているが、事故件数は高い水準で横ばいの状況。



成長戦略2020において、「産業保安における安全性と効率性をIoTやAIなどの新
技術を活用して高める取組（スマート保安）を推進するため、・・・企業の先進
的取組を促進する・・・」とされている。

プラント（危険物施設）を取り巻く状況②
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プラントのスマート保安化に向けた消防法上の課題
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危険物施設において、可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所（危険区域）で用
いる電気設備・器具は、防爆構造を有する必要がある。
（危険物の規制に関する政令第９条第１項第 17 号、第 24 条第１項第 13 号等）

プラント事業者は、「工場電気設備防爆指針」（独立行政法人労働者健康安全機
構 労働安全衛生総合研究所）等、国内の防爆に関する基準等に基づき、第２類
危険箇所（＝危険区域）を設定するが、実態上は、プラント内設備の存する区域
全体を第２類危険箇所として設定することが多い。

プラント内で使用する電子機器
（ドローン、IoT機器等）は全て
防爆構造とする必要がある。

防爆構造の機器は高価、かつ、
機器が限定される。

プラント



消防庁におけるこれまでの取組①

危険物施設における危険区域の設定について、消防庁も参画した経済産業省の検
討会において、「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイド
ライン」（防爆ガイドライン）が策定されるとともに、ガイドラインに沿って危
険区域を設定する際の事業所における「自主行動計画」の例がとりまとめられた。

防爆ガイドラインの策定（平成31年）
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＜防爆ガイドラインの概要＞

上記のようなフローで、危険区域
とされている箇所の詳細リスクを評価

広めに設定されていた
危険区域を合理化



消防庁におけるこれまでの取組②
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➢「防爆ガイドラインについて、解釈・運用が難しい。」（全国消防長会・危険物委員会）

➢「本ガイドラインによる一般的な指針のほか、全国統一の運用基準を策定するとと
もに、各自治体(消防機関)が過去に非防爆機器の設置・使用の可否を判断した事
例を公表すべきである。」 （経団連・規制改革ホットライン）

意
見
・
要
望

開口部面積
の評価

放出率・
放出特性の

算出
換気速度
の評価

換気度の決
定・換気有
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危険区域の
区分を判定

＜危険区域設定の具体的な流れ＞



重合プラント周り、精製プラント周り、プロピレンの動機器周り、給油取扱所の固定給油
設備周りについての防爆ガイドラインを基にした評価事例や消防本部における防爆ガイド
ラインの活用事例の紹介。

課

題

消防庁におけるこれまでの取組③
防爆ガイドラインによる評価・活用事例の公開（昨年度）

➢防爆ガイドラインは、その性質上、非防爆エリアと防爆エリアがまだらになるため、
活用しやすい場面と活用に工夫を要する場面が存在する可能性がある。

➢比較的単純なものは、解説等により一定の対応可能であるが、プラント全体の評価
など、高度・複雑なものについては、技術的支援策を検討することが必要である。

〔四日市市消防本部における活用事例〕〔重合プラント周りの評価事例〕
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今年度の取組（検討内容）①
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可燃性蒸気の滞留範囲に関する更なる技術的な支援のため、ガイドラインとは別
に、プラント内における可燃性蒸気の滞留状況を検証した上で、統一的な基準を
提示する。

高所の点検等においてドローンやIoT機器の活用が期待されており、かつ、
比較的単純な構造物であることから類型化が容易であると考えられる屋外貯
蔵タンクについて、可燃性蒸気の滞留状況を検証する。

統一的な基準の提示

対

象

〔フローティングルーフタンク〕 〔コーンルーフタンク〕
（「図解危険物施設基準の早わかり②」（東京法令出版）より抜粋）



今年度の取組（検討内容）②
赤外線カメラやガス検知器により屋外貯蔵タンク周囲の可燃性蒸気の滞留状
況を実測し、分析・検証する（屋外貯蔵タンクの形状ごと）。

赤外線カメラ

ガス検知器

方

法

〔可燃性蒸気の可視化イメージ〕

実測・検証した結果から、屋外貯蔵タンクにおける可燃性蒸気の滞留範囲を
示し、可燃性蒸気滞留範囲外の箇所であれば非防爆の機器を使用可能とする。

基
準
提
示
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実測等の業務については、外部委託予定。



可燃性蒸気実測イメージ①
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赤外線カメラによりタンク全体を撮影し、可燃性蒸気の滞留状況を確認。

STEP１：事前測定

可燃性蒸気が滞留している状況を確認し、ガス検知器の設置箇所を決める。

〔フローティングルーフタンク〕

配管フランジ

フローティングルーフ

風向

側板マンホール



可燃性蒸気実測イメージ②
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フローティングルーフ

STEP１の結果を基にガス検知器を設置し、可燃性蒸気濃度を測定。

STEP２：本測定

配管フランジ

測定結果を分析し、その結果を基に可燃性蒸気が滞留しているエリアを決定する。

〔フローティングルーフタンク〕

側板マンホール

STEP１の結果に応じて個数・配置を決める。
風向
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